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●２面…�４月から新型コロナワクチ
ン接種は有料となります

●３面…市の組織が一部変わりました
●５面…春の全国交通安全運動
●９面…�ふるさと友好都市の棚田オ

ーナーを募集します
●１２面…�ＦＣ東京ホームゲームに狛

江市民を抽選でご招待！
「狛江-絵手紙サポーター」

からの作品
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昭
和
４５
年
１０
月
に
市
制
を
施

行
し
た
狛
江
市
。
同
年
に
６
万

人
を
超
え
た
人
口
は
、
そ
の
後

の
１０
年
間
で
約
１
万
人
増
加

し
、
昭
和
５０
年
策
定
の
基
本
構

想
で
は
８
万
人
を
目
標
と
設
定

し
て
い
ま
し
た
。
人
口
急
増
に

伴
い
、
各
公
共
施
設
の
建
設
が

進
み
、
併
せ
て
小
田
急
線
連
続

立
体
交
差
や
狛
江
駅
北
口
交
通

広
場
等
の
都
市
整
備
も
進
め
ら

れ
、
今
に
繋つ

な

が
る
基
盤
が
出
来

上
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
日
本
の
人
口
減
少
が
急
速
に

進
む
中
、
狛
江
市
の
人
口
も
令

和
２
年
５
月
の
約
８
万
３
６
０

０
人
を
ピ
ー
ク
と
し
、
約
１
８

０
０
人
減
少
し
て
い
ま
す
。

　
再
開
発
か
ら
四
半
世
紀
が
経

っ
た
狛
江
駅
周
辺
で
は
、
ほ
こ

み
ち
の
運
用
を
開
始
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
建
設
か
ら
約
半
世
紀

が
経
つ
市
民
セ
ン
タ
ー
の
大
規

模
改
修
に
新
図
書
館
の
整
備

と
、
ま
さ
に
今
、
狛
江
に
と
っ

て
の
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て

い
ま
す
。
今
日
か
ら
新
年
度
。

今
一
度
狛
江
の
価
値
に
気
付

き
、
そ
し
て
高
め
る
こ
と
で
、

住
み
た
く
な
る
・
寄
っ
て
み
た

く
な
る
、
そ
ん
な
魅
力
あ
る
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
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　令和５年から道路改修を行っていた狛江駅北口周辺道路（右下図）は、
歩行者専用道路として新しく生まれ変わり、歩行者のみが通行できる道
路となりました。
　併せて、駅前に賑わいや居心地の良い滞留空間を創出することを目的
に、「ほこみち（歩行者利便増進道路）」制度の運用を開始します。
　ほこみちの運用を開始する区域は、今回道路改修が終了した狛江駅北
口周辺道路のうち、市が利便増進誘導区域として指定した区域です。
　利便増進誘導区域は、市と狛江市商工会で設立した一般社団法人狛江
まちみらいラボが道路占用許可等の手続きを行います。
　キッチンカーや屋台等による飲食・物販イベントを開催する他、休憩
場所としてベンチ等を試行的に設置し、ほこみちの運用面での課題等を
整理していきます。
　なお、利便増進誘導区域に隣接する小田急マルシェ狛江のリニューア
ルオープンの時期に合わせて、ほこみちの運用を拡大していく予定です。
■問道路交通課、（一社）狛江まちみらいラボＭinfo@mlab-komae.jp

こまえのほこみちイベント第こまえのほこみちイベント第１１弾弾
　狛江駅北口周辺道路でキッチンカー等による飲
食のテイクアウトイベントを行います。テーブル
や椅子等、飲食スペースも設置する予定です。
■日４月１５日㈪～２６日㈮
■時午前１１時～午後８時

「ほこみち」に自転車駐輪場を新設し
ました
　狛江駅周辺の放置自転車ゼロを推進して
いくため、駐輪場を新設しました。
駐輪台数自転車４０台
利用時間２４時間終日
利用料金２時間まで無料（以後２時間ごと
に１１０円）
※すべて時間貸しの利用となります。

狛江駅北口で
「ほこみち」の運用を開始します

「ほこみち」とは
　歩道上のにぎわい等を創出
するため、道路法改正（令和２
年１１月２５日施行）により創設
された制度です。ほこみち制度
を活用することで、道路上での占用が難
しいテーブル・椅子やキッチンカーの設
置が可能になる等、道路占用の規制緩和
を受けることができるようになります。

狛江駅

歩行者専用道路
（南北自由通路）

歩行者専用道路
（エコルマ側道）

新設駐輪場

ほこみち路線

４月１日
から

「おしチャリ」への協力のお願い～人にやさしい駅前空間づくり～
　今回、新たに歩行者専用道路として指
定した狛江駅北口周辺道路をはじめ、駅
前等の歩行者が多い場所では、皆さんが
安心して通行できるよう自転車の押し歩
き「おしチャリ」の協力をお願いしてい
ます。
　自転車利用者は自転車から降りて歩け

ば歩行者です。歩行者と同じ速度でゆっ
くり歩いてみると、新たな発見があるか
もしれません。
　みんなでつくる駅前の
新しいルール「おしチャ
リ」に協力をお願いします。
■問道路交通課

こまえの
ほこみちHP
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　４月１日以降、新型コロナワクチンは季節性インフルエンザと同様の「Ｂ類疾病の定期接種」として位置付けられ、接種は有料となります。
　６５歳以上の方等は、年１回、秋冬に「定期接種」として、市の一部助成を受けて接種を受けることができます。また、生後６カ月～６４
歳の方、定期接種期間以外で接種を希望する６５歳以上の方等は、全額自費の「任意接種」として接種を受けることができます。
　特例臨時接種の期間は終了しましたが、新型コロナウイルスの感染力や、感染した際の重症化リスクはこれまでと変わらないため、年
１回の定期接種はもちろん、任意接種も含め、定期的な接種をご検討ください。
　なお、定期接種の接種費用等の詳細は、決まり次第改めてお知らせします。
■事務室移転のお知らせ　
　新型コロナ予防接種担当は、４月１日㈪からあいとぴあセンターで業務を行います。
■問健康推進課（あいとぴあセンター）☎（３４８８）１１８１

■４月１日以降の新型コロナワクチン接種の主な変更点

接種の分類 定期接種
（接種費用の一部助成あり）

任意接種
（全額自費）

対象者
▽６５歳以上の方

▽６０～６４歳で心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫機能のいずれかの障がいにより身体障害者手帳１級を持つ方

▽生後６カ月～６４歳の方
▽定期接種対象者で、定期接種以外の時期に接種を希望する方

接種時期、回数 毎年秋冬に１回（予定） ４月１日以降いつでも接種可能
※接種間隔による制限あり

努力義務 なし なし

接種場所 原則として住所地内の医療機関（要予約）
※集団接種はありません。

市内外問わず、どの医療機関でも接種可能（要予約）
※集団接種はありません。

使用する
ワクチンメーカー 各医療機関による 各医療機関による

接種費用
有料（一部助成あり）

※接種費用等は、決定次第お知らせします。
有料（全額自費）

※接種費用は、各クリニックで異なります。

接種券（予診票）の送付
なし

（各医療機関で配布する予診票に記入）
なし

（各医療機関で配布する予診票に記入）

医療機関名 所在地 電話番号
松本脳神経外科内科
クリニック 和泉本町１‒２‒１０ （５４３８）２６５７

藤川医院 　 〃 　２‒１６‒５ （３４８９）３８５９
岩瀬外科内科 　 〃 　３‒３‒１８ （３４８９）３８３０
やまだ総合内科
クリニック 　 〃 　３‒２７‒１０ （５７６１）５８０１

かとうクリニック 中 和 泉１‒１‒１‒４Ｆ （３４３０）９９１１
石倉内科クリニック 　 〃 　１‒８‒３‒１Ｆ （５７６１）８８９１
かたやま内科
クリニック 　 〃 　５‒１‒２０ （３４８８）６０５１

松岡医院 　 〃 　５‒１０‒１８ （３４８０）４１２２
かじわら
ハートクリニック 　 〃 　５‒１７‒２７ （５７６１）９０９１

岩下医院 　 〃 　５‒２０‒１１ （３４８９）３５７７
あおやぎ形成外科・
皮フ科クリニック 元 和 泉１‒４‒４‒２Ｆ （５７６１）７３５８

ファミリークリニッ
クはら 　 〃 　１‒４‒４‒２Ｆ （３４８０）３９９２

染谷クリニック 　 〃 　１‒５‒１９ （３４８８）３０００

■帯状疱疹ワクチン接種実施医療機関一覧　
医療機関名 所在地 電話番号

佐藤診療所 東 和 泉１‒３‒１４ （３４８９）１７７１
保坂産婦人科
クリニック 　 〃 　１‒２１‒３ （３４８８）１１０３

狛江なのはな内科
クリニック 　 〃 　１‒２７‒１１ （５７６１）７３６１

いずみたまがわ
整形外科 　 〃 　３‒３‒１５ （３４３０）７１１６

野澤医院 猪　　方３‒１８‒１０ （３４８９）２５５７
小幡医院 　 〃 　３‒２３‒１ （３４８９）６００５
一の橋内科・
循環器内科 岩 戸 南１‒４‒１１ （３４３０）１２１４

東京多摩クリニック 　 〃 　２‒２‒３ （３４８９）３１９１
秋山医院 　 〃 　２‒１１‒９ （３４８９）８５６３
喜多見駅前内科
クリニック 岩 戸 北２‒１９‒１３‒１０２ （３４８８）７８２０

こしじまクリニック 　 〃 　３‒１２‒１３‒１０１ （３４８８）６０８３
覚東耳鼻咽喉科医院 東 野 川２‒２０‒５‒１０１ （５７６１）３３８７
わせだ整形外科 　 〃 　２‒２０‒５‒１０２ （５４３８）４８１１
柏田内科クリニック 西 野 川１‒１５‒１９ （３４３０）０２２２

　通常１回２万３,０００円の接種費用
について、助成により１万５,０００円
で接種することができます。
　特に手続き等は必要ありませんの
で、実施医療機関に直接予約の上、
接種してください。
■対５０歳以上の市民
対象ワクチン不活化ワクチン（シン
グリックス）
■￥１回当たり８,０００円を助成
接種回数２回を１セットとして接種
※助成を受けられるのは生涯で１セ
ットのみです。
■持健康保険証
■問健康推進課（あいとぴあセンター）
☎（３４８８）１１８１

帯状疱
ほう

疹
しん

ワクチン予防接種費用を助成します

　４月１日以降の接種を対象に、任
意接種であるおたふくかぜワクチン
の接種費用の一部を助成します。
■対１～２歳未満の市民
■￥３,０００円（自己負担額）
※接種費用５,７００円のうち、２,７００円を
市が助成

助成回数１人１回
接種方法対象医療機関（下表参照）
で予約の上、接種を受けてください。
予診票は各医療機関にあります。
■持母子健康手帳、健康保険証
■問健康推進課（あいとぴあセンター）
☎（３４８８）１１８１

おたふくかぜワクチンの接種費用の
一部を助成します

■おたふくかぜワクチン接種実施医療機関一覧
医療機関名 所在地 電話番号

神保クリニック小児科 和泉本町１‒２‒１３ （３４３０）２８１８
やまだ総合内科クリニック 　 〃 　３‒２７‒１０ （５７６１）５８０１
石戸谷小児科 中 和 泉１‒１‒１‒４Ｆ （３４３０）１０７０
松岡医院 　 〃 　５‒１０‒１８ （３４８０）４１２２
コドモノいっぽクリニック 　 〃 　５‒３３‒２‒１Ｆ （５７６１）５３１２
ファミリークリニックはら 元 和 泉１‒４‒４‒２Ｆ （３４８０）３９９２
佐藤診療所 東 和 泉１‒３‒１４ （３４８９）１７７１
野澤医院 猪　　方３‒１８‒１０ （３４８９）２５５７
柏田内科クリニック 西 野 川１‒１５‒１９ （３４３０）０２２２

４月から新型コロナワクチン接種は有料となります

　令和元年度からの時限措置として、風しん抗体検査お
よび定期予防接種（風しん第５期定期予防接種）を実施
しています。
■対昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日に生まれた男性
※ただし、次の方は抗体検査や定期予防接種を受ける必
要はありません。
▽過去に風しん抗体検査等による確定診断を受けたこと
があり、罹

り

患
かん

記録がある方
▽平成２６年４月１日以降に受けた風しん抗体検査によ
り、十分に抗体を保有している方（ＨＩ法で１６倍以上、
ＥＩＡ法で６．０以上等を示す記録がある場合）
※ご希望の方にはクーポン券を再発行します。
実施機関等の詳細は、厚生労働省ホームページ
をご確認ください。
■問健康推進課（あいとぴあセンター）☎（３４８８）１１８１

風しんの追加的対策に伴う
抗体検査・定期予防接種

厚生労働省HP



3 広報こまえ　令和６年（2024年）４月1日

スマートフォンアプリ「カタログポケット」
で電子書籍版広報こまえを、多言語で読んだ
り聞いたりすることができます。

証明書発行等の窓口混雑状況は、市ホームページの「オンラインサービス」内の「窓口混雑状況」からリアルタイムでご確認できます。

■改正部署一覧� ■■…一部改正した組織
部 課 係・担当 主な業務

福祉保健部
福祉相談課

生活支援係 ▽生活保護等の相談

相談支援係 ▽障がい福祉サービスの支給決定等　▽各種障害者手帳の申請等
▽高齢者の虐待防止に係る相談支援

障がい者基幹相談支援センター担当
▽障がい者の総合相談　▽地域自立支援協議会
▽障がい者の虐待防止、権利擁護に係る相談支援
※障がい者基幹相談支援センターは、令和６年秋ごろ開設予定です。

健康推進課 健康衛生係
☎（3488）1181（あいとぴあセンター）

▽成人保健事業　▽予防接種、感染症予防　▽成人歯科保健事業
▽狂犬病予防事業、飼い主のいない猫の不妊去勢手術助成

子ども家庭部

子ども若者政策課
企画政策係 ▽子ども・若者施策　▽青少年施策
助成支援係 ▽児童手当等　▽医療費助成等　▽ひとり親家庭、女性福祉施策

子ども家庭課
（こども家庭セン
ター）

児童相談係
☎（5761）7990（あいとぴあセンター）▽児童虐待対策

母子保健係
☎（5761）9200（あいとぴあセンター）

▽母子保健事業　▽食育推進事業（母子関連）
▽妊産婦、乳幼児の歯科健康診査、歯科相談

子ども発達支援課 子ども発達支援係
☎（5761）9012（ひだまりセンター）

▽子ども家庭支援センター（子育てひろば）
▽児童発達支援センター　▽ファミリー・サポート・センター

児童育成課

保育・幼稚園担当 ▽保育サービス、幼稚園利用　▽公立保育園

保育園等管理・運営支援担当 ▽私立保育施設等運営助成　▽幼稚園運営助成
▽私立保育施設等指導検査

放課後対策推進担当 ▽学童保育所　▽児童館　▽小学生クラブ、放課後クラブ

　新たな行政課題に対応し、より効率的に業務を行うこ
とを目的として４月１日から組織の一部を改正しました。
■問政策室企画調整担当

44月月１１日から市の組織が一部変わりました日から市の組織が一部変わりました

　こども家庭センターは、すべての妊産婦と子ども、保護者を包括的に支援するため児童福祉機能と母子保健機能を統合し
た一体的な相談体制を担う機関として、子ども家庭部子ども家庭課（あいとぴあセンター内）を中心に、切れ目のない支援
を行います。

４月１日からこども家庭センターを開設します

　市内の木造住宅、分譲マンションおよびブロック塀等の耐
震化を促進するため、各種耐震助成事業を実施しています。
　令和６年度から新たに分譲マンションに対して、「分譲マ
ンション耐震補強改修助成事業」を新設し、また「木造住宅
耐震診断助成金・耐震改修助成金」についても補助対象の建
設時期要件を平成12年５月31日までに拡充しました。

木造住宅・分譲マンションの耐震化の促進に関する制度を拡充します

木造住宅 ブロック塀等分譲マンション

■各種耐震関連制度（木造住宅）
内容 助成額 上限額

耐震アド
バイザー

旧耐震基準(※１)で建設された対象住宅に対して、耐震化に関する専門的な知識のある
建築士が簡易的な耐震診断を行うとともに、耐震改修方法等の情報提供および耐震化の
総合的なアドバイスをします。

自己負担なし（全額市負担） ―

耐震診断
【拡充】

旧耐震基準（※１）で建設された対象住宅に対し、建築士等に耐震診断を依頼する場合に、
費用の一部を助成します。 耐震診断に要する費用の３分の２

12万円

【拡充部分】昭和56年６月１日から平成12年５月31日までに新耐震基準（※２）で建設
された対象住宅に対し、建築士等に耐震診断を依頼する場合に、費用の一部を助成します。 ９万円

耐震改修
【拡充】

旧耐震基準（※１）で建設された耐震性が十分でない対象住宅の耐震改修に要する費用
の一部を助成します。

耐震改修（建て替え工事含む）に要する費用の２分の１ 80万円
耐震改修工事（建て替え工事は対象外）と同時に行う住宅改修（リフォーム）
工事費用の５分の１ 20万円

【拡充部分】昭和56年６月１日から平成12年５月31日までに新耐震基準（※２）で建設
された対象住宅の耐震改修（建て替え工事は対象外）に要する費用の一部を助成します。

耐震改修に要する費用の23％ 69万円
耐震改修工事と同時に行う住宅改修（リフォーム）工事費用の５分の１ 20万円

■各種耐震関連制度（分譲マンション）� � �
内容 助成額 上限額

耐震化促進
アドバイザー

耐震化に関する専門的な知識のあるアドバイザーを派遣し、耐震化促進のアドバイ
スをします。 自己負担なし（全額市負担） ―

耐震診断 建築士に旧耐震基準（※１）で建設された対象分譲マンションの耐震診断（診断に
伴う現地調査を含む）を依頼する場合に、費用の一部を助成します。

延べ床面積１㎡当たり3,670円を乗じた額と、耐震診断に要する費用のいず
れか低い額の３分の２ 100万円

耐震補強設計 旧耐震基準（※１）で建設された耐震性が十分でない対象分譲マンションの耐震補強設計に要する費用の一部を助成します。
延べ床面積１㎡当たり2,000円を乗じた額と、耐震補強設計に要する費用の
いずれか低い額の２分の１ 200万円

耐震補強改修
【新設】

旧耐震基準（※１）で建設された耐震性が十分でない対象分譲マンションの耐震補
強改修に要する費用の一部を助成します。

▽延べ床面積1,000㎡以上の場合
延べ床面積１㎡当たり５万200円（現在のIs値が0.3未満の場合は５万5,200
円）を乗じた額と、耐震補強改修に要する費用のいずれか低い額の３分の１ 1,500万円▽延べ床面積1,000㎡未満の場合
延べ床面積１㎡当たり３万4,100円を乗じた額と、耐震補強改修に要する費
用のいずれか低い額の23％

■各種耐震関連制度（ブロック塀等）�� �
内容 助成額 上限額

ブロック塀等
の撤去

避難路に面する危険なブロック塀等（コンクリートブロック塀、石積塀、コンク
リート製の塀、万年塀等）の撤去にかかる費用の一部を助成します。

▽撤去のみの場合
撤去に要する費用または撤去した部分の総延長に１ｍ当たり１万円を乗じた額
のいずれか低い額

15万円

▽撤去部分に対して緑のまち推進補助金の交付を受けて生け垣、植栽帯または
花壇を造成する場合
撤去に要する費用または撤去した部分の総延長に１ｍ当たり１万5,000円を乗
じた額のいずれか低い額　※別途、補助金の申請が必要です。

22万5,000円

※１…（旧耐震基準）昭和56年５月31日以前の建築物の耐震に関する基準　　※２…（新耐震基準）昭和56年６月１日以降の建築物の耐震に関する基準
※各種事業、別途要件あり

対12月16日㈪までに申請し、令和
７年２月末日までに完了する事業
※契約前に市で助成金の決定が必
要になりますのでご注意ください。
申問まちづくり推進課住宅担当へ。

詳細は、市ホームページへ
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地球温暖化対策用設備導入費用を助成します

東京都シルバーパスをご利用ください
　満７０歳以上の都民の方は、都営交
通・都内民営バス等を利用できる「東
京都シルバーパス」（有効期限は９
月３０日㈪まで）を購入できます。
■対都内に住民登録している満７０歳以
上の方（寝たきりの方を除く）
費用負担区分下表の通り

必要書類▽本人確認書類（健康保険
証、運転免許証等）
▽（１）または（2）に該当する方は、
次のいずれかの書類が必要です。
（ア）令和６年度介護保険料決定通
知書の所得段階区分の欄に１～６の
いずれかの記載があるもの、または
合計所得金額の欄に１３５万円以下の
記載があるもの
（イ）令和６年度市民税（非）課税
証明書
（ウ）生活保護受給証明書に「生活
扶助」を表す記載があるもの

※（ア）・（イ）の書類は、令和６年
度の書類が発行されるまでの間は、
令和５年度の書類を使用してくださ
い。
※（ア）は市から送付されるもので、
再発行できません。紛失等で手元に
ない場合は、（イ）または（ウ）の
交付を受けてください。
※（イ）は市民課窓口で発行してい
ます。発行には、手数料３００円と本
人確認書類が必要です。また、マイ
ナンバーカードをお持ちの場合、コ
ンビニエンスストアでも発行できま
す。手数料２００円が必要です。
※不動産譲渡所得に係る特別控除の
適用がある場合は、必要書類が異な
る場合がありますので、お問い合わ
せください。
■申満７０歳になる月の初日（１日が誕
生日の方は前月の初日）から、必要
書類を持参の上、最寄りのバス営業
所等の発行窓口へ。
※市内のバス営業所は、小田急バス
狛江営業所（中和泉５-１７-２３）です。
■問東京バス協会シルバーパス専用電
話☎（５３０８）６９５０（土・日曜日、祝
日を除く午前９時～午後５時）

対象 費用
（１）令和６年度住民税が「非課
税」の方

１,０００円（2）令和６年度住民税が「課税」
であるが、令和５年の税法上の
合計所得金額が１３５万円以下の方
（３）令和６年度住民税が「課税」
の方で、（2）以外の方 １万２５５円

　狛江市で市民活動を行う団体の成長・発展を図るため、市民公益
活動を行う事業の費用を助成します。
補助金▽スタート補助金　５万円まで（総額２０万円）
※設立３年以内の団体
▽チャレンジ補助金　２０万円まで（総額１４０万円）
※平成２７年度以降に交付を受けたことが2回以内の団体
選考方法公開プレゼンテーション方式（５月下旬に実施。スタート
補助金申請団体は書類選考のみ）
※詳細は、市ホームページをご覧ください。
申問５月７日㈫までに、申請書（政策室窓口で配布または市ホーム
ページからダウンロード可）を政策室市民協働推進担当へ。

市民公益活動を応援します

狛江市創業支援家賃・改修費補助金
　市内で創業する方を支援し、
創業を円滑にするため、店舗や
事業所等に対する家賃・改修費
の一部を助成します。
対▽市内で創業を予定している
方、または市内で創業をした方
で創業後１年未満（申請日時点）
の方
▽本店登記地が市内にある法
人、または市内の店舗等で営業
する個人事業主
▽特定創業支援等事業を利用
し、狛江市において証明書の発
行を受けた方等

補助金額物件の交付対象期間に
発生する家賃補助（顧客用駐車
場費含む）、または改修費補助
※それぞれ最大５５万円。両方の
申請可
受付期間５月１日㈬～３１日㈮
※受付期間後に審査を行い、補
助対象者を決定します。
※従来の制度から一部要件を変
更しています。詳細は、市ホー
ムページをご覧くださ
い。
申問地域活性課地域
振興係へ。 市HP

市HP

対市内を活動拠点とし、次のすべてに該当する団体
▽自主的な市民の参加によって、在宅福祉サービス、その他先駆的で将来性のあ
る福祉サービスを提供する団体
▽営利活動を行わない団体
▽宗教、政治および公益を害する恐れのある活動を目的としない団体
対象事業次のいずれかに該当する事業
▽日常生活サービス
家事援助サービス、介護サービス、食事サービス、移送サービス、入浴サービス
▽地域福祉の推進に関する事業
情報提供サービス、福祉に関する教育・研修・人材の養成、市民のニーズや地域
性に適合した、先駆的で将来性のある事業
※市で実施している他の補助金等の交付対象となり得る事業を除きます。また、
審査委員会で審査後、補助金を交付します。
補助額原則、経費の2分の１
※上限あり（交付は８月ごろを予定）。必要書類等、詳細はお問い合わせください。
申問４月２２日㈪までに、福祉政策課へ。

令和６年度地域福祉推進事業補助金

　太陽光発電システム、蓄電池システム、家庭用
燃料電池等の設置にかかる費用を助成します。
対次のいずれかの市内建築物に助成対象設備（未
使用のものに限る）を設置しようとする方
▽自身がお住まい（居住予定を含む）の住宅（共
同住宅の専有部分を含む）
▽共同住宅の共用部分
▽事業所
※予算額に達し次第、受け付けを終了します。
※着工後（新築の場合は、引き渡し後）の申請は
できません。
申請期間令和７年１月３１日㈮まで
※対象設備の認定要件があります。制度の詳細は、
市ホームページをご覧ください。
申問工事着工の３０日前までに、申請書等（市ホー
ムページからダウンロード可）を環境政策課環境
係へ。

■対象設備・助成金額等
設備の種類 助成金額（1,000円未満の端数は切り捨て）

エネルギーマネジメントシステム
（HEMS）

機器本体（情報収集装置・測定装置・専用モニター）費用の３分の１以下（限
度額2万円）

太陽光
発電
システム

購入 太陽電池モジュールの公称最大出力１kW当たり2万円を乗じた額（限度額
８万円）※１

リース
交付決定を受けた年度における2月末日までのリース料金（電気使用料金を除
く）の支払合計額（限度額は１kW当たり2万円を乗じた額、または８万円の
うち低い額）

PPA（架台設置等の工事費を
申請者が負担する場合に限る）５万円（負担額が５万円を下回る場合は、負担額）

家庭用燃料電池 ５万円
日射調整フィルム 材料費の４分の１以下（限度額４万円）
高反射率塗装 材料費の４分の１以下（限度額４万円）※１・2

蓄電池
システム

購入 ５万円

リース 助成金額の限度額は交付決定を受けた年度における2月末日までのリース料金
の支払合計額（限度額５万円）

高断熱窓 １件当たり５万円（太陽光発電システムを設置している場合、または同時に設
置する場合は１０万円）※３

※１　共同住宅の共有部分等に導入する場合は上限２０万円
※2　材料費は仕上げ用とその下地となる塗料の材料費を指し、防水材は含まれません。
※３　少なくとも一つの居室におけるすべての窓に高断熱窓を設置する場合に限ります。

「家庭向け再エネ電気切り替えキャン
ペーン」の参加事業者を募集します
　２０５０年までに二酸化炭素排出実質ゼロとするゼロカ
ーボンシティの実現を目指すため、家庭で使用する電
気を対象に、再生可能エネルギー由来電気への切り替
えを促すキャンペーンを行います。狛江市と一緒に、
家庭向けのエコな電気をＰＲしてみませんか。
　キャンペーンの内容、応募要件等の詳細は市ホーム
ページに掲載する募集要項を確認してください。
対▽小売電気事業者
▽小売電気事業者の媒介、取り次ぎまたは代理を行う
事業者
キャンペーン実施期間６月～令和７年３
月（予定）
申問４月２６日㈮（必着）までに、申込書（市
ホームページからダウンロード可）を環
境政策課環境係へ。 市HP
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■指定収集袋減免対象一覧
対象世帯 条件 必要書類 減免内容

児童扶養手当受給世帯
各手当・年金を受
給している世帯

児童扶養手当証書
可燃ごみ・不燃
ごみ・プラスチ
ック類ごみ共通
小袋年 間110枚
まで

※この中で二つ
以上当てはまる
場合は、いずれ
か一つでの支給
となります。

特別児童扶養手当受給世帯 特別児童扶養手当証書
老齢福祉年金受給世帯 年金証書
身体障害者手帳　１・２級

世帯全員が非課税
であること

手帳・保険証
※令和５年１月１日以
降に転入した方は、世
帯全員分の前住所地発
行の市民税非課税証明
書

精神障害者手帳　１・２級
愛の手帳　１・２度

75歳以上のみの世帯

生活保護世帯
福祉相談課で手続きをしてください。中国残留邦人等の支援給

付受給世帯

■表１　保険料の決め方
均等割額

＋
所得割額

＝ 東京都の保険料額
（限度額80万円※3）被保険者１人当たり

4万7,300円
賦課のもととなる所得金額 ※１

×所得割率　9.67％※２
※１　 前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期（短期）譲渡所得金額等

の合計から地方税法に定める基礎控除額（合計所得金額が2,400万円以下の場合は43
万円）を控除した額（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません）

※２　 令和６年度の所得割率は、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78％、
58万円を超える方は9.67％となります。なお、令和７年度にはすべての被保険者の
所得割率が9.67％となります。

※3　 次の方は、令和６年度に限り、賦課限度額が73万円になります。
▽昭和24年3月31日以前に生まれた方
▽障がいの認定を受け、被保険者の資格を有している方（一部例外あり）

■表２　均等割額の軽減
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合

43万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）×10万円以下 ７割 
43万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）×10万円＋29.5万円
×（被保険者の数）以下 ５割

43万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）×10万円＋54.5万円
×（被保険者の数）以下 ２割

※65歳以上（令和６年１月１日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさら
に高齢者特別控除額15万円を差し引いた額で判定
■表3　所得割額の軽減

賦課のもととなる所得金額 軽減割合
15万円以下 50％
20万円以下 25％

※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置

■令和６年度保険料
　保険料は制度を支える大切な財源であり、加入者全員に納めていただきます。
※保険料率は２年ごとに見直されます（表１参照）。
■保険料の軽減（所得の申告が必要となる場合があります）
▽均等割額の軽減
　同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合
計した額」をもとに均等割額を軽減します（表２参照）。
▽所得割額の軽減
　被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減します
（表3参照）。
▽被扶養者だった方の保険料の軽減
　後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、会社の健康保険など（国保・
国保組合を除く）の被扶養者だった方の均等割額は、加入から２年を経過する月
まで５割軽減となり、所得割額は当面の間かかりません。なお、低所得による均
等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
■便利な口座振替をご利用ください
　口座振替を利用することで、納期ごとに金融機関などに納めに行く手間が省け、
納め忘れがなくなります。５月31日㈮までに手続きすると、令和６年度第１期か
ら口座振替となります。
問広域連合お問い合わせセンター☎0570（086）519または保険年金課医療年金係

令和６年度保険料 後期高齢者医療制度に加入されている方へ

　対象世帯（下表参照）には、申請に基づき年間一定枚数を
限度として、指定収集袋をお渡しします。
※該当月により月割で支給し、10枚未満の端数は支給できま
せん。4月は例年混雑しますので、５月以降にお越しくださ
い。
受午前８時30分～午後５時（土・日曜日、祝日を除く）
申問清掃課（ビン・缶リサイクルセンター）へ。

令和６年度指定収集袋（ごみ袋）令和６年度指定収集袋（ごみ袋）
減免申請の受け付け減免申請の受け付け

　納税者自身の所有する土地・家屋の評価額が適正か判断できるよう、
市内の他の土地・家屋と評価額の比較ができる土地・家屋価格等縦覧帳
簿をご覧になれます。また、固定資産課税台帳の閲覧（名寄帳兼課税台
帳の写しの交付）を行います。
日５月31日㈮まで（閉庁日を除く）
時午前８時30分～午後５時（日曜窓口開設日は午前９時～午後１時）
対▽縦覧　狛江市固定資産税・都市計画税の納税者および同居の親族ま
たはその納税管理人・相続された方・委任を受けた方等
▽閲覧　縦覧の対象者の他、借地・借家人（借地・借家部分のみ）、賦
課期日後の新所有者
持身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証等）
※委任を受けた方は所有者の委任状、相続された方は相続権を有するこ
とを確認できる書類（戸籍謄本等）、賦課期日後の新所有者は所有権を
有することを確認できる書類（売買契約書の写し等）が必要です。また、
所有者が法人の場合は申請書に代表者印の押印が必要です。困難な場合
は代表者印を押印した委任状をお持ちください。
問課税課固定資産税係

令和６年度土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧令和６年度土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
および固定資産課税台帳の閲覧および固定資産課税台帳の閲覧

　市内で昨年１年間で発生した人身交通事故は124件（一昨年122
件）でした。このうち、死亡０人（一昨年０人）、重傷５人（一
昨年２人）、軽傷131人（一昨年127人）でした。
　交通事故の傾向は、信号無視や飛び出しによる交差点での事故
が多く発生しています。悲惨な交通事故を１件でも減らすため、
安全運転を心掛けていきましょう。
■子どもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方
法の実践
　入園・入学の時期は、子どもの交通事故が増加します。また、
子どもに限らず歩行者の交通事故も多発しています。交差点では
信号を守るとともに、横断歩道でも走行車両がないことを確認し
てから渡りましょう。
■歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
　歩行中の死亡事故の多くが道路横断中に発生し、車両等に横断
歩行者妨害等の法令違反が多く認められます。
　「急発進・急ブレーキをしない」、「法定速度を守る」、「不必要
な加速・減速をせず、周囲の速度に合わせる」といった、「思い

やり・ゆずり合い」の歩行者優先意識を高めていきましょう。
■自転車等利用時のヘルメット着用と交通ルールの順守
　市内で昨年１年間に自転車が関与した事故は78件（一昨年75
件）、自転車関与率では東京都の46.3％に対し、62.9％と高くな
っています。特に自転車も交差点での事故や、スマホを操作しな
がらの事故が非常に多くなっています。
　自転車や電動キックボード等を利用する時は、乗
車用ヘルメットの着用が努力義務となっています。
自転車安全利用五則を守り、交通マナーの向上に努
めましょう。

自転車安全利用五則  
⑴車道が原則、左側を通行　歩道は例外、歩行者を優先
⑵交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
⑶夜間はライトを点灯
⑷飲酒運転は禁止
⑸ヘルメットを着用

春の全国交通安全運動
４月６日㈯～１５日㈪

「世界一「世界一のの交通安全都市ＴＯＫＹＯ交通安全都市ＴＯＫＹＯをを目指目指してして」」

■日4月11日㈭午後６時～７時
■受午後５時45分から
■所防災センター4階会議室
■師調布警察署職員
■問道路交通課交通対策係、調布警察署交通
総務係☎042（488）0110

交通安全講習会
■日4月10日㈬午後２時～3時ごろ（グッズ
がなくなり次第終了）※雨天中止
■所狛江駅北口交通広場
■内自転車無料点検・自転車グッズの配布等
協力調布警察署・地域交通安全活動推進委
員協議会・自転車商業会

自転車安全利用キャンペーン

　交通事故をなくすために、一人一人が
正しい交通ルールを守り、交通マナーを
実践するなど交通事故に注意して行動
し、交通事故の発生を防ぎましょう。

４月10日㈬は
「交通事故死ゼロを目指す日」です

■問道路交通課交通対策係
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２８
日
㈰

時
午
前
９
時
～
午
後
１
時

開
設
窓
口
市
民
課
・
課
税
課
・
納
税

課
・
保
険
年
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０
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４
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６
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４
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狛
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狛
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取
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３
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ら
れ
ま
し
た
。
正

当
な
理
由
な
く
申
請
し
な
い
場
合
に

は
、
１０
万
円
以
下
の
過
料
が
科
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
細
は
、
東
京
法

務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
東
京
法
務
局
府
中
支
局
☎
０
４
２

（
３
３
５
）
４
７
５
３

▪
狛
江
市
教
育
委
員
会
令
和
６
年
第

４
回
定
例
会

日
４
月
１２
日
㈮
午
後
４
時
か
ら

所
４
階
特
別
会
議
室

問
学
校
教
育
課
教
育
庶
務
係

東京法務局HP

　国民健康保険に加入または脱退するときは、手続き
が必要です（自動的に切り替えられません）。右表に
該当する方は、１４日以内に手続きを行ってください。
　国民健康保険税は、届け出の月からではなく、加入
する資格を得た月までさかのぼって納めることにな
り、手続きが遅れると１回当たりの納付額が高額にな
る場合もあります。
　また、国民健康保険の脱退手続きをしない場合、保
険税の支払いが続くだけでなく、会社などの健康保険
加入後に国民健康保険証を使用した場合に、国民健康
保険負担分の医療費を返還していただくことになりま
すのでご注意ください。
　なお、健康保険が切り替わった際には、保険証が変
更になった旨を医療機関に必ず申し出てください。
問保険年金課国民健康保険係

こんなときに 届け出に必要なもの

加
入
す
る
と
き

市に転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書
会社などの健康保険をやめたとき 健康保険をやめた（扶養から外れた）証明書（社会保険資格喪失証明書）

マイナンバー（個人番号）の分かるもの（通知カード、マイナンバー
カード等）

会社などの健康保険の扶養から外れ
たとき
子どもが生まれたとき 親の国民健康保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書

脱
退
す
る
と
き

市から転出するとき 国民健康保険証

会社などの健康保険に加入したとき
被扶養者になったとき

加入者全員の新しい保険証、国民健康保険証
マイナンバー（個人番号）の分かるもの（通知カード、マイナンバー
カード等）

死亡したとき 国民健康保険証
死亡を証明するものの写し（市外の施設入所者のみ）

生活保護を受けるようになったとき 国民健康保険証、生活保護開始決定通知書

そ
の
他

市内で住所が変わったとき
氏名、世帯主が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になるとき

加入者全員の国民健康保険証

保険証を無くしたとき
保険証が汚れて使えなくなったとき 本人確認証明書（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等）

就学のため市外に転出するとき 国民健康保険証、在学証明書
※国民年金の手続きも必要な場合があります。
※�顔写真付きの本人確認証明書（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等）をお持ちの方は、併せてご
持参ください。
※郵送できる届け出もありますので、お問い合わせください。

国民健康保険の加入・脱退などの
届け出は１４日以内に

　狛江市国民健康保険に加入中の４０
～７４歳の方には「特定健康診査」を、
東京都後期高齢者医療制度に加入中
の方および生活保護を受給している
４０歳以上の方には「健康診査」を実
施します。対象者には５月末（予定）
に受診券を送付します。
　詳細は、広報こまえ５月１５日号を
ご覧ください。
問健康推進課（あいとぴあセンター）
☎（３４８８）１１８１

特定健康診査・健康診査は
６月から実施します
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スマートフォンアプリ「カタログポケット」
で電子書籍版広報こまえを、多言語で読んだ
り聞いたりすることができます。

【特殊詐欺の電話にご注意】市職員や家族などをかたったうその電話がかかってきています。不審な電話がかかってきたときは調布警察署☎０４２（４８８）０１１０へ。

■
歯
科
健
診
・
予
防
処
置

日
５
月
１４
日
㈫
・
２１
日
㈫
・
２４
日
㈮
・

２８
日
㈫
時
午
前
の
部・午
後
の
部（
歯

科
健
診
は
火
曜
日
午
後
の
み
）
対
口

が
気
に
な
り
だ
し
て
か
ら
４
歳
の
誕

生
月
ま
で
の
乳
幼
児
（
要
予
約
）
内

歯
科
健
診
、
歯
磨
き
指
導
等
持
母
子

健
康
手
帳
、
子
ど
も
が
使
っ
て
い
る

歯
ブ
ラ
シ
と
仕
上
げ
用
の
歯
ブ
ラ

シ
、
コ
ッ
プ
、
バ
ス
タ
オ
ル
、
水
ま

た
は
お
茶
（
赤
染
を
行
い
ま
す
の
で

汚
れ
て
も
よ
い
服
装

で
お
越
し
く
だ
さ

い
）
※
フ
ッ
素
塗
布

は
実
施
医
療
機
関
で
の
受
診
と
な
り

ま
す
。

所
申
問
子
ど
も
家
庭
課
（
あ
い
と
ぴ

あ
セ
ン
タ
ー
）
☎
（
５
７
６
１
）
９

２
０
０
へ
。

■
妊
産
婦
歯
科
健
康
診
査

対
市
内
在
住
で
妊
娠
届
出
を
し
た
妊

婦
の
方
、
ま
た
は
出
産
後
１
年
未
満

の
産
婦
の
方
所
市
内
実
施
医
療
機
関

内
個
別
の
歯
科
健
診
、
歯
周
病
検
診

ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
指
導
な
ど
持
母
子
健

康
手
帳
、
狛
江
市
妊
産
婦
歯
科
健
康

診
査
受
診
票
、
歯
ブ
ラ
シ
、
保
険
証

※
受
診
票
は
妊
婦
の
方
は
母
と
子
の

保
健
バ
ッ
グ
の
中
に
、
産
婦
の
方
は

３
～
４
カ
月
健
診
の
案
内
に
入
っ
て

い
ま
す
申
市
内
実

施
医
療
機
関
に
予

約
を
取
っ
て
受
診

市HP
市HP

（実施医療機関）

し
て
く
だ
さ
い
。

問
子
ど
も
家
庭
課
（
あ
い
と
ぴ
あ
セ

ン
タ
ー
）
☎
（
５
７
６
１
）
９
２
０

０■
家
族
を
介
護
し
て
い
る
方
～
一
緒

に
お
話
し
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
～

　
家
族
に
認
知
症
等
の
心
配
の
あ
る

方
や
介
護
を
さ
れ
て
い
る
方
が
集
ま

っ
て
、
情
報
交
換
や
相
談
、
交
流
が

で
き
る
場
で
す
。
途
中
入
退
室
は
自

由
で
す
（
予
約
不
要
）。

■介護者の会４月の日程等
会場 日時 問い合わせ
杉の子

（中和泉５－９－３）
１0日㈬

午前１0時～１１時30分
（毎月第２水曜日）

あいとぴあ
地域包括支援センター
☎（5４3８）3565

防災センター
４階会議室

１８日㈭
午後１時30分～３時30分
（毎月第３木曜日）

高齢障がい課
高齢者支援係

狛江共生の家
（駒井町１－１－２）

１9日㈮
午後１時30分～３時30分
（毎月第３金曜日）

地域包括支援センター
こまえ苑☎（3４８9）２４２２

地域包括支援センター
こまえ正吉苑

（西野川２－２7－２3）

２４日㈬
午後１時30分～３時
（毎月第４水曜日）

地域包括支援センター
こまえ正吉苑
☎（5４3８）２5２２

■
高
次
脳
機
能
障
が
い
相
談
茶
話
会

「
ト
ー
ク
＆
ト
ー
ク
」

日
４
月
２１
日
㈰
午
前
１0
時
～
正
午
受

午
前
１１
時
ま
で
所
防
災
セ
ン
タ
ー
３

階
会
議
室
対
高
次
脳
機
能
障
が
い
当

事
者
、
家
族
、
支
援
者
等
師
東
京
慈

恵
会
医
科
大
学
附
属
第
三
病
院
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
医
師
、
ス
タ
ッ

フ申
問
福
祉
相
談
課
相
談
支
援
係
へ
。

■
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
こ
ま
え

正
吉
苑

▽
椅
子
ヨ
ガ
エ
ク
サ
サ
イ
ズ　
日
４

月
１0
日
㈬
午
後
１
時
30
分
～
２
時
30

分
所
野
川
地
域
セ
ン
タ
ー
定
１0
人
師

ゆ
ず
り
は
（
健
康
運
動
指
導
士
）
※

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
参
加
も
可

▽
認
知
症
予
防
体
操　
日
４
月
１9
日

㈮
午
後
１
時
30
分
～
２
時
30
分
所
野

川
地
域
セ
ン
タ
ー
定
１0
人
師
小
竹
弘

倫
さ
ん
（
じ
ん
だ
い
接
骨
院
）

▽
歩
き
方
を
見
直
そ
う　
日
４
月
２6

日
㈮
午
後
２
時
30
分
～
３
時
30
分
所

上
和
泉
地
域
セ
ン
タ
ー
定
２0
人
師
宮

崎
正
和
さ
ん
（
健
康
運
動
指
導
士
）

※
各
回
と
も
初
め
て
参
加
す
る
方
を

優
先

申
問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
こ
ま

え
正
吉
苑
☎
（
５
４
３
８
）
２
５
２

２
へ
。

■
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
こ
ま
え

苑▽
カ
ラ
ダ
に
効
く
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
方

法
～
実
践
編
～　
日
５
月
９
日
㈭
師

玉
崎
志
朋
さ
ん
（
Ｎ

Ｓ
Ｖ
Ａ
認
定
ウ
オ

ー
キ
ン
グ
指
導
者
）

▽
心
も
体
も
整
え
る
バ
ラ
ン
ス
体
操

日
５
月
２２
日
㈬
師
佐
藤
友
恵
さ
ん

（
健
康
運
動
指
導
士
）

▽
笑
い
ヨ
ガ　
日
５
月
２9
日
㈬
師
若

林
裕
子
さ
ん
（
笑
い
ヨ
ガ
協
会
リ
ー

ダ
ー
）

　
各
日
時
午
後
２
時
～
３
時
30
分
対

市
内
在
住
の
方
定
先
着
１８
人
持
上
履

き
、
飲
み
物
、
タ
オ
ル
、
動
き
や
す

い
服
装

所
申
問
４
月
１5
日
㈪
か
ら
、
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
こ
ま
え
苑
☎
（
３

４
８
９
）
２
４
０
４
（
土・日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
30
分
）
へ
。

■
さ
く
ら
カ
フ
ェ（
認
知
症
カ
フ
ェ
）

日
４
月
１１
日
㈭
午
後
１
時
30
分
～
３

時
30
分
所
こ
ま
え
正
吉
苑
二
番
館
対

認
知
症
の
方
や
そ
の
家
族
、
地
域
の

方
等
内
ゆ
っ
た
り
と
お
茶
を
楽
し
み

な
が
ら
、
地
域
の
方
々
と
交
流
し
ま

す
￥
３
０
０
円
（
お
菓
子
付
き
）

問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
こ
ま
え

正
吉
苑
☎
（
５
４
３
８
）
２
５
２
２

■
せ
せ
ら
ぎ
カ
フ
ェ
（
認
知
症
カ
フ

ェ
）

日
４
月
１８
日
㈭
午
後
１
時
30
分
～
３

時
所
ふ
ら
っ
と
な
ん
ぶ
対
認
知
症
の

方
や
そ
の
家
族
、
地
域
の
方
な
ど
定

先
着
８
人
内
簡
単
に
体
を
動
か
す
体

操
と
、
少
人
数
で
の
お
し
ゃ
べ
り
を

楽
し
み
ま
す
。

申
問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
こ
ま

え
苑
☎（
３
４
８
９
）２
４
２
２（
土・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時
30
分
）
へ
。

■
本
人
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
「
み
ん
な
の

座
談
会
」

日
５
月
７
日
㈫
午
前
１0
時
～
１１
時
所

防
災
セ
ン
タ
ー
３
階
会
議
室
対
認
知

症
の
方
や
物
忘
れ
が
あ
る
方
定
先
着

８
人
内
認
知
症
や
日
々
の
物
忘
れ
な

ど
に
つ
い
て
、
少
人
数
で
お
話
し
し

ま
す
。

申
問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
こ
ま

え
苑
☎（
３
４
８
９
）２
４
２
２（
土・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時
30
分
）
へ
。

■
市
内
実
施
医
療
機
関
で
フ
ッ
素
塗

布
が
受
け
ら
れ
ま
す

対
受
診
月
に
２
～
３
歳
１１
カ
月
の
幼

児
内
歯
科
健
診
、
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
指

導
、フ
ッ
素
塗
布
（
６
カ
月
に
１
度
）

持
母
子
健
康
手
帳
、
保
険
証
と
医
療

証
、
仕
上
げ
用
の
歯
ブ
ラ
シ
、
コ
ッ

プ
、
タ
オ
ル
￥
１
回
５
０
０
円
申
直

接
電
話
で
実
施
医

療
機
関
へ
。

問
子
ど
も
家
庭
課

（
あ
い
と
ぴ
あ
セ
ン
タ
ー
）☎（
５

７
６
１
）９
２
０
０

■
育
児
相
談
～
子
ど
も
の
身
長
、
体

重
も
測
れ
ま
す
～

日
４
月
２４
日
㈬
午
前
９
時
30
分
～
１１

時
30
分
（
要
予
約
）
内
育
児
の
悩
み

や
お
母
さ
ん
自
身
の
心
や
体
の
相
談

持
母
子
健
康
手
帳
、
バ
ス
タ
オ
ル

所
申
問
子
ど
も
家
庭
課
（
あ
い
と
ぴ

あ
セ
ン
タ
ー
）
☎
（
５
７
６
１
）
９

２
０
０
へ
。

■
犬
の
し
つ
け
・
飼
い
方
相
談

日
４
月
２6
日
㈮
午
前
９
時
30
分
～
１１

時
30
分
定
先
着
６
人
師
西
川
文
二
さ

ん
（
東
京
都
動
物
愛
護
推
進
員
）

所
申
問
健
康
推
進
課
（
あ
い
と
ぴ
あ

セ
ン
タ
ー
）
☎
（
３
４
８
８
）
１
１

８
１
へ
。

■
無
料
健
康
相
談

日
４
月
１８
日
㈭
午
後
１
時
30
分
～
２

時
30
分
所
あ
い
と
ぴ
あ
セ
ン
タ
ー

科
目
内
科
・
整
形
外
科

問
狛
江
市
医
師
会
事
務
所
☎
（
３
４

８
８
）
２
２
６
７

市HP
（実施医療機関）

■国民健康保険税の税率等の改定
　国民健康保険は、被保険者の年齢構成や医療費水準が高く、所
得水準が低いということに加え、医療の高度化などにより１人当
たりの医療費は増加しており、厳しい財政状況となっています。
　このような状況を踏まえ、一般会計からの法定外繰入金を減ら
し、国民健康保険特別会計の健全な財政運営を図るため、令和６
年度からの国民健康保険税の税率等を改定します（右下表参照）。
■保険税の課税限度額の見直し
　国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額
が、２４万円（現行２２万円）に引き上がります。
■産前産後期間相当分における保険税の免除
　子育て世帯の経済的負担軽減のため、令和５年１１月１日以降に
出産した国民健康保険被保険者の保険税について、所得割額と均
等割額から、出産予定月（または出産月）の前月から出産予定月
（または出産月）の翌々月相当分が減額されます。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月（または出産月）の３カ月前か

国民健康保険に加入されている方へ国民健康保険に加入されている方へ
ら６カ月相当分が減額されます。
※令和５年１１月に出産した場合、令和６年１月相当分の保険税が
減額されます。令和６年１月以前の期間については減額の対象に
なりません。
申問産前産後期間に係る保険税軽減届書（市ホームページからダ
ウンロード可）および母子健康手帳等出産日（出産予定日）を明
らかにする書類の写しを、保険年金課国民健康保険係へ。

■国民健康保険税率の改定
区分 現行 改定後 引き上げ幅

基礎課税分
(医療分)

所得割 5.5１% 5.65% 0.１４ポイント
均等割 ２万7,２00円 ２万7,900円 700円

後期高齢者支援金等課税分
(支援金分)

所得割 １.9２% １.97% 0.05ポイント
均等割 １万１,000円 １万１,300円 300円

介護納付金課税分
(介護分)

所得割 １.79% １.８４% 0.05ポイント
均等割 １万3,300円 １万3,600円 300円
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■日４月３０日㈫午後１時～３時
※雨天時は５月１日㈬に延期
集合午後１時、岩戸地域センター
■定先着２０人
■内岩戸南地域を歩きながら、工夫を凝らした道沿いガーデンを
見学します。
■持筆記用具、飲み物、帽子
※歩きやすい靴でお越しください。
■申■問４月２３日㈫までに、環境政策課環境係へ。

対市内に住所があり、国公立の小・
中学校に就学中の児童・生徒がい
て、教育費の負担が経済的に困難
な家庭
助成内容学用品費等の一部
※３月に新入学学用品費の前倒し
支給を受けた方も学用品費等の支
給を受ける場合は、申請が必要で
す。
申請書の配布市内の小・中学校に
在学している場合は学校、それ以
外の方は学校教育課
申問４月３０日㈫までに、申請書を
学校教育課学務保健係へ（学校経
由での提出不可）。

　市立学校以外の小学校に進学した新
１年生の保護者の方で配布を希望する
方は、学校教育課にお越しください。
配布物（予定）道具箱、防犯ブザー、ラ
ンドセルカバー、交通安全冊子、交通
安全ワッペン、防犯笛
■問学校教育課教育庶務係

　指定のベビーシッター事業者を
利用した際、利用料金の一部を補
助します。
■対市内在住の小学校１～３年生の
保護者
実施期間４月１日～令和７年３月
３１日
補助金額１時間当たり最大２,５００
円
※対象要件や申請方法等の詳細
は、市ホームページをご覧くださ
い。
■問児童育成課放課後対策推進担当

ベビーシッター
利用料金の一部を
補助します

就学援助を行います 小学校新１年生に
防犯ブザー等を
配布しています

内▽学校内巡回　日中に学校敷地内を巡回
▽地域パトロール　学校周辺のパトロール
▽通勤パトロール　通勤途中（自宅～駅など）にパトロール
▽通学路の見守り　通学時間帯に通学路の見守り
※活動の際には小学校
から貸与されるベスト
等を着用していただき
ます。市でボランティ
ア保険に加入します。
申各小学校へ。
問学校教育課教育庶務
係

学校安全ボランティアを募集しています

■市立小学校一覧
学校名 所在地 電話番号

狛江第一小学校 和泉本町�１－３7－１ （３48０）０２4１
狛江第三小学校 猪　　方�１－１１－１ （３48０）8５8５
狛江第五小学校 東 野 川�１－３５－１３ （３489）446３
狛江第六小学校 駒 井 町�１－２１－１ （３48０）998１
和泉小学校 中 和 泉�３－３３－１ （３48０）３88１
緑野小学校 和泉本町�４－３－１ （３489）５4１8

　子どもが持っている力を伸ばすためにはどん
な環境や学習が必要なのか、一緒に考えながら、
より適した就学先を相談していきます。
対▽来年小学校に入学する特別な支援（医療的
ケアを含む）が必要な方および小学校就学に不
安のある方
▽現在小学校６年に在学していて、来年４月か
ら都立盲・ろう・特別支援学校の中学部または
市立中学校の特別支援学級等へ入学・入級を希
望する方
▽現在、市立小・中学校に在学していて特別支
援学級等への転学や特別支援教室の利用を考え
ている方
申問１０月３１日㈭までに、教育支援課（ひだまり
センター）☎（５76１）9０4１へ。

特別な支援が必要な子どもの
就学・転学相談

～みんなちがって、みんないい～

　狂犬病は犬も人も発病すると、ほぼ１００％死亡する恐ろしい病気
です。集合注射会場または動物病院で、毎年１回必ず接種してくだ
さい。
　なお、動物病院で接種を受けた場合は、飼い主が注射済票の交付
申請を市民課で行ってください。
■飼い主の登録
　飼い犬には生涯一度の登録が義務付けられています。まだ登録が
お済みでない場合は、必ず手続きをしてください。登録方法につい
て、詳細は市ホームページをご覧ください。
注意▽犬の体を清潔にし、犬を制御できる方が連れて来てください。
▽犬同士や人に対する咬

こう

傷
しょう

等のトラブルは飼い主の責任となります。
▽妊娠・発熱等、犬の健康状態に異常がある場合は、事前に申し出
てください。
▽リードは丈夫なものを使用し、首輪等から抜けないよ
うにしてください。
▽犬のふんや尿は、必ず飼い主が始末してください。
問健康推進課（あいとぴあセンター）☎（３488）１１8１

■令和６年度　狂犬病予防集合注射日程（雨天決行）
日程 時間 会場 費用

４月８日㈪
午前１０時～１１時 西河原公園（元和泉２－３8－１）

※あいとぴあセンター裏 ３,7５０円
　（内訳）
��　▽注射　３,２００円
��　▽済票　��５５０円

午後２時～３時 前原公園（西野川３－１１－１）

４月９日㈫
午前１０時～１１時 谷戸橋南広場（東野川４－２３）
午後２時～３時 白幡菅原神社（猪方２－４－４）

※他の市区町村の集合注射会場で注射を受けることはできません。
※犬の死亡や犬の所有者変更、市内転居などがあった時は届け出が必要です。
※登録済みの方には、予防注射のお知らせ・予診票を送付します。必ずお持ちください。

令和６年度狂犬病予防集合注射

市HP

　病児・病後児に対応する
ベビーシッターサービスを
利用した場合の費用の一部
を助成します。助成の申請
は、オンラインでも申請が
できます。
　詳細は、市ホームページ
をご覧ください。
■対市内に住所を有し、現に
居住する生後５7日から小学
校６年生までの児童
■申■問子ども若者
政策課企画政策
係へ。

居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成金

■居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成金の交付制度

利用対象
※いずれも該当

▽保育園等における集団保育等が困難で、保護者の就労・傷病・
冠婚葬祭等の事由により保護者が看護を行うことができない病
児または病後児が、居宅訪問型保育サービスを利用しているこ
と
▽保育サービスの利用前後５日以内に、当該病気に関し医療機
関で受診していること

助成対象の保育料
児童を預かり保育する対価として支払った保育料（他の助成金
等で得た額は除く）
※原則入会金、年会費、交通費、昼食代等は対象外

助成金の上限利用
時間・助成額

▽利用時間　１日１１時間
▽課税世帯　１時間１,０００円（年間４万4,０００円）
▽非課税世帯・生活保護世帯　１時間２,０００円（年間８万8,０００円）

申請方法
保育サービスを利用した日から６カ月後の月の末日までに、次
のものを添付してください。
▽保育サービスの利用明細書および領収書
▽医療機関の受診が分かるもの

助成の対象となる
事業所

(公社）全国保育サービス協会加盟事業者
※詳細は、市ホームページをご覧ください。オンライン申請

第１２回道沿いガーデン見学会第１２回道沿いガーデン見学会
～市民が育てる　花と緑でつながるまち～～市民が育てる　花と緑でつながるまち～
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Smartphone app Catalog Pocket offers  
ebook edition of Publicity paper Komae in 
multipul language with read-aloud function.

※広告枠に掲載する広告を募集しています。吻株式会社ウィット（広告代理店）☎072（668）3275

子育て子育て

こまえ子育てねっと
https://komae-kosodate.net/
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日㈰・２７日㈯
時午前１０時～午後５時
※実施時間以外は、通常の公園として利用できま
す。
所西河原公園内
■乳幼児親子向けイベント・ちょこま「絵の具で
あそぼう～こいのぼりもつくれるよ～」　
日４月１５日㈪午前１０時３０
分～正午（雨天中止）
内絵の具でお絵描きや手
形、色水などを作って遊
べる他、紙皿を使ったこいのぼりも作れます。
￥１０円から
問狛江プレーパーク☎０５０（３７０７）２４３５（開催日
午前１０時～午後５時）

■日下表の通り
■所中央公民館
■対次のいずれにも該当する方
▽１８歳以上で、全日程参加できる方
▽パソコンをお持ちで、市内の音訳グループに所属し、継続して音訳活動を行える方
■定先着１０人
■内印刷物から情報を得ることが困難な方向けに、情報を音声化するＤＡＩＳＹについて
理解を深め、製作方法を学びます。
■師特定非営利活動法人ＤＡＩＳＹ ＴＯＫＹＯ
■申■問４月３０日㈫までに、専用フォーム・電話・窓口で中央図書館☎（３４８８）
４４１４へ。

令和６年度音声ＤＡＩＳＹ製作者養成講習会
（全１１回）

■音声DAISY製作者養成講習会日時
内容 日程 時間

オリエンテーション ５月８日㈬ 午後１時３０分～２時３０分

音訳講習会
５月２２日㈬・２9日㈬

午後１時３０分～３時３０分６月５日㈬・１２日㈬・１9日㈬・２6日㈬
７月３日㈬

編集講習会 ７月１０日㈬・１１日㈭・１２日㈮ 午前１０時～正午・午後１時３０分～３時３０分
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　市内３カ所の学童保育所を乳幼児の遊び場として、火・水・
金曜日（学校休業日を除く）に開放しています。
　利用希望日の２日前までに申請予約の上、ご利用ください。
所問松原学童保育所☎（３４８9）9３８０、東野川学童保育所☎
（３４８０）８７０9、駒井学童保育所☎（３４８9）２８７７

学学童童保保育育所所午午前前開開放放事事業業

「「ああそそびびのの広広場場」」

　自転車転倒事故等による頭部の損傷を軽減する自転車用ヘルメットの
着用を促進するため、ＳＧマーク等の安全基準適合表示が付いた自転車
用ヘルメット購入費の助成を実施します。
対令和５年１０月１日以降に購入した、ＳＧマーク等の安全基準適合表示
のある自転車用ヘルメット
※購入日時点で１３歳未満の方が使用する自転車用ヘルメットについて
は、令和５年４月１日以降に購入したもの
助成額１個につき上限２，０００円まで
※使用者１人につき１回まで助成（令和５年度分も含む）
提出書類▽購入時の領収書の写し（領収書は購入品名・購入金額・購入
日等が確認できるもの）
▽ＳＧマーク等の安全基準に適合していることが分かるパンフレット等
の写し
▽振込先口座が確認できる通帳、またはキャッシュカードの
写し
※予算の状況に応じて、早めに受け付けを終了する場合があ
ります。
申問令和７年３月３１日㈪までに、申請書・提出書類を専用フ
ォームまたは窓口で道路交通課交通対策係へ。

令和６年度狛江市令和６年度狛江市
自転車用ヘルメット購入費助成事業自転車用ヘルメット購入費助成事業

　ふるさと友好都市・新潟県長岡市川口地
域の木沢地区の「木沢棚田保全連絡協議会」
が実施する棚田オーナー事業を募集します。
オーナー期間令和６年５月～９月ごろ
■所新潟県長岡市川口地域木沢地区
■対狛江市民
■定１０世帯（多数抽選）
■内一つの水田を数組で分担し、春の田植え
や秋の稲刈りの共同作業を体験できます。
オーナー特典▽収穫した「川口産魚沼こし
ひかり」（１区画・１００㎡）をすべて持ち帰
り可
▽農作業体験は地元農家が親切に指導
▽農業体験の際に、季節に応じた地元特産
の山菜や野菜をプレゼント
▽木沢地区の四季や工芸を体験可（別途有料）

■￥４万円（管理費用・年会費）
※年会費補助（２万円）があります。また、
川口地域での食事代補助もあり
ます。詳細は市ホームページを
ご覧ください。
■申■問４月１9日㈮までに、専用フ
ォームまたは電話で地域活性課
コミュニティ文化係へ。

ふふるるささとと友友好好都都市市のの棚棚田田オオーーナナーーをを募募集集ししまますす

■緑地の開放　
日１４日㈰午前１０時～午後３時（雨天決行）
■自然観察会　
日１４日㈰午前１０時１５分から（１時間程度）
内動物・植物・キノコ等さまざまな生き物
が観察できる観察会と、緑地の開放を行い
ます。
■花の季節・子どものための平日開放　
日１6日㈫～１9日㈮（雨天決行）
時午前１０時～午後１時
内散策・お絵描き・読み聞かせ等、幼稚園・
保育園の園外行事にご利用ください。
※一般の方も利用できます。
問市原☎０9０（１８０３）８３１9

「狛江弁財天池特別緑地「狛江弁財天池特別緑地
保全地区」保全地区」 4月行事予定

専用フォーム

専用
フォーム

市HP

専用
フォーム

ふるさと友好都市の棚田オーナーを募集します

（冒険遊び場）（冒険遊び場）
４月のプレーパーク４月のプレーパーク
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　市と狛江市商工会では、令
和５年１０月に「ひととまちを
繋ぐ、官民共創プラットフォ
ーム」として、（一社）狛江
まちみらいラボ（まちラボ）を設立しました。
　まちラボでは、主に狛江駅前のにぎわいづくりの他、地
域のまちづくり人材の育成、市民が主体となった地域の課
題解決の仕組みづくりなどの活動を行っていきます。
　まちラボの活動に賛同していただける会員を募集してい
ます。
年会費▽法人会員（団体）　１口１万円（町
会・自治会など非営利の地域団体は無料）
▽個人会員　３,０００円
※詳細は、まちラボホームページをご覧くだ
さい。
■申■問（一社）狛江まちみらいラボＭinfo@mlab-komae.
jpへ。

　狛江市観光協会は、市のイメージを向上させる商品等を推奨します。
地域性・信頼性・独自性・市場性・将来性について審査後、承認される
と「観光協会推奨」として販売・ＰＲをすることが可能となり、観光協
会としてもＰＲを図ります。
　特産品にしたい商品等の販売促進に、ぜひご活用ください。
※面接やプレゼンテーション等を実施する場合があります。
■申■問狛江市観光協会に加入の上、所定の申込用紙および商品
等の画像を狛江市観光協会事務局（地域活性課地域振興係）へ。

■
狛
江
お
も
ち
ゃ
病
院
開
院
日

日
４
月
４
日
㈭
・
１８
日
㈭
時
午
前
１０

時
～
午
後
３
時
内
ド
ク
タ
ー
が
壊
れ

た
状
況
を
聞
き
な
が
ら
お
も
ち
ゃ
の

診
察
を
し
ま
す
。

所
問
清
掃
課
（
ビ
ン
・
缶
リ
サ
イ
ク

ル
セ
ン
タ
ー
）

■
え
ほ
ん
と
あ
そ
ぼ
！

日
４
月
１６
日
㈫
午
前
１０
時
３０
分
～
１１

時
３０
分
対
０
～
３
歳
児
と
保
護
者
定

先
着
１０
人
（
兄
弟
の
同
伴
可
・
要
予

約
）

所
申
問
電
話
ま
た
は
専
用
フ
ォ
ー
ム

で
、
野
川
地
域
セ

ン
タ
ー
☎
（
３
４

８
０
）２
２
１
１
へ
。

■
な
ん
ぶ
お
は
な
し
会

日
４
月
１９
日
㈮
午
前
１１
時
～
１１
時
３０

分
対
乳
幼
児
と
保
護
者
定
先
着
１２
組

（
要
予
約
）
内
大
型
絵
本
「
ぞ
う
く

ん
の
さ
ん
ぽ
」、
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー

「
４
月
の
う
た
」
等

所
申
問
南
部
地
域
セ
ン
タ
ー
☎
（
３

４
８
９
）
２
１
５
０
へ
。

■
絵
手
紙
ひ
ろ
ば

日
４
月
１８
日
㈭
午
前
１０
時
～
正
午
受

午
前
１１
時
ま
で
（
初
め
て
の
方
は
１０

時
ま
で
に
お
越
し
く
だ
さ
い
）
所
エ

コ
ル
マ
ホ
ー
ル
６
階
展
示
・
多
目
的

室
内
絵
手
紙
を
か
い
た
り
、
ア
ド
バ

イ
ス
を
受
け
ら
れ
ま
す
師
「
絵
手
紙 専用フォーム

申
問
４
月
２２
日
㈪
ま
で
に
、
電
話
ま

た
は
専
用
フ
ォ
ー

ム
で
高
齢
障
が
い

課
高
齢
者
支
援
係

へ
。

■
生
ご
み
堆
肥
化
講
習
会
～
生
ご
み

堆
肥
の
作
り
方
と
野
菜
栽
培
～

日
４
月
１０
日
㈬
午
前
９
時
１５
分
～
１１

時
定
先
着
５
人
（
要
予
約
）
持
生
ご

み
（
野
菜
く
ず
等
少
量
）、
は
さ
み
、

新
聞
紙
１
ペ
ー
ジ
分

所
申
問
４
月
８
日
㈪
ま
で
に
、
清
掃

課
（
ビ
ン
・
缶
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ

ー
）
へ
。

■
手
話
講
習
会

日
５
月
１４
日
㈫
～
令
和
７
年
３
月
６

日
㈭
（
全
３５
回
）
▽
初
級　
水
曜
日

▽
中
級　
木
曜
日
▽
上
級　
火
曜
日

※
５
月
１１
日
㈯
午
前
に
開
講
式
を
開

催
予
定
（
合
同
講
演
会
・
閉
講
式
も

土
曜
日
開
催
予
定
）
時
午
前
１０
時
～

正
午
所
あ
い
と
ぴ
あ
セ
ン
タ
ー
対
市

内
在
住
・
在
学
・
在
勤
の
方
で
、
中

学
校
卒
業
以
上
の
方
定
▽
初
級
・
中

級　
各
２０
人
程
度
▽
上
級　
１０
人
程

度
内
▽
初
級　
初
め
て
手
話
を
学
ぶ

方
、
入
門
講
座
を
受
講
し
た
方
▽
中

級　
初
級
を
修
了
ま
た
は
１
年
程
度

手
話
を
学
ん
だ
方
▽
上
級　
中
級
を

修
了
ま
た
は
同
程
度
手
話
を
学
ん
だ

方
￥
４
０
０
０
円
※
そ
の
他
、
テ
キ

ス
ト
代
等
実
費
負
担
あ
り
。

申
問
４
月
２２
日
㈪
ま
で
に
、
狛
江
市

社
会
福
祉
協
議
会
☎
（
３
４
８
８
）

０
２
９
４
へ
。

■
Ｂ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
多
摩
川
ア
ウ
ト
ド
ア
フ

ィ
ッ
ト
ネ
ス
ク
ラ
ブ
無
料
講
座
「
リ

バ
ー
サ
イ
ド
ヨ
ガ
～
五
本
松
で
ヒ
ー

リ
ン
グ
～
」

日
４
月
２８
日
㈰
午
前
９
時
～
１０
時
１５ 専用フォーム

発
祥
の
地

－

狛
江
」
実
行
委
員

問
「
絵
手
紙
発
祥
の
地

－
狛
江
」
実

行
委
員
会
事
務
局
（（
一
財
）
狛
江

市
文
化
振
興
事
業
団
）
☎
（
３
４
３

０
）
４
１
０
６

■
シ
ニ
ア
の
た
め
の
就
活
支
援
セ
ミ

ナ
ー
「
定
年
後
を
考
え
る
！
お
金
と

働
き
方
」

日
４
月
２６
日
㈮
午
前
１０
時
～
正
午
受

午
前
９
時
４５
分
か
ら
所
４
階
特
別
会

議
室
対
お
お
む
ね
５５
歳
以
上
の
方
定

先
着
３０
人
（
要
予
約
）
内
労
働
市
場

と
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
、
最
新
の
公

的
年
金
制
度
の
仕
組
み
に
つ
い
て
師

下
島
利
光
さ
ん（
フ

ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル

プ
ラ
ン
ナ
ー
）

申
問
専
用
フ
ォ
ー
ム
で
、
地
域
活
性

課
地
域
振
興
係
へ
。

■
ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー

（
高
齢
者
の
運
動
推
進
員
）
養
成
講

座日
５
月
７
日
～
７
月
２３
日
の
火
曜
日

（
全
１２
回
）
時
午
後
２
時
～
２
時
３０

分
所
あ
い
と
ぴ
あ
セ
ン
タ
ー
、
西
河

原
公
園
、
他
対
４０
歳
以
上
の
市
内
在

住
・
在
勤
の
方
定
先
着
２０
人
（
要
予

約
）
内
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て

活
動
す
る
た
め
の
、
運
動
や
指
導
の

方
法
を
学
び
ま
す
師
健
康
運
動
指
導

士
持
動
き
や
す
い
服
装
、
飲
み
物
、

タ
オ
ル
※
初
回
は
説
明
会
を
行
う
た

め
、
必
ず
ご
出
席
く
だ
さ
い
。

専用フォーム

分
対
１８
歳
以
上
の
市
内
在
住・在
学・

在
勤
の
方
定
先
着
３
人

所
申
問
Ｂ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
多
摩
川
ア
ウ
ト
ド

ア
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ク
ラ
ブ
☎
（
３
４

３
０
）
３
１
１
７
へ
。

■
東
京
都
子
育
て
支
援
員
研
修
（
第

１
期
）

対
都
内
在
住
・
在
勤
の
方
で
、
今
後

子
育
て
支
援
員
と
し
て
就
業
す
る
意

欲
の
あ
る
方
内
地
域
保
育
コ
ー
ス
※

詳
細
は
、
募
集
要
項
（
子
ど
も
若
者

政
策
課
窓
口
で
配
布
）
ま
た
は
（
公

財
）
東
京
都
福
祉
保
健
財
団
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
問
４
月
１５
日
㈪
（
消
印
有
効
）
ま

で
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ま
た
は
申
込
書

を
書
留
郵
便
で
（
公
財
）
東
京
都
福

祉
保
健
財
団
☎
（
３
３
４
４
）
８
５

３
３
へ
。

■
ジ
ュ
ニ
ア
ス
ポ
ー
ツ
教
室
「
ビ
ー

チ
ボ
ー
ル
」

日
５
月
１９
日
㈰
・
２６
日
㈰
、
６
月
２

日
㈰
・
１６
日
㈰
・
２３
日
㈰
（
全
５
回
）

時
午
前
９
時
～
１１
時
所
西
和
泉
体
育

館
対
小
学
校
２
～
６
年
生
定
先
着
５０

人
￥
５
０
０
円
（
保
険
料
・
消
耗
品

代
）

申
問
４
月
８
日
㈪
午
前
９
時
か
ら
、

専
用
フ
ォ
ー
ム
で

社
会
教
育
課
社
会

教
育
係
へ
。

■
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
教
室
「
に
こ

に
こ
ク
ラ
ブ
」

日
４
月
２１
日
～
令
和
７
年
３
月
１６
日

の
毎
月
第
３
日
曜
日
（
８
月
・
１１
月

を
除
く
。
全
１０
回
）
時
午
前
９
時
４５

分
～
１１
時
対
主
に
知
的
障
が
い
の
あ

る
小
・
中
学
生
（
保
護
者
同
伴
）
定

１０
人
内
マ
ッ
ト
運
動
、
ミ
ニ
ト
ラ
ン

ポ
リ
ン
、
フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク
、

ボ
ッ
チ
ャ
な
ど
持
飲
み
物
（
ふ
た
付

き
）、
室
内
用
運
動
靴
、
タ
オ
ル
、

動
き
や
す
い
服
装
￥
２
０
０
０
円

（
保
険
料
・
消
耗
品
代
）
※
途
中
参

加
の
場
合
、
残
回
数
分
の
費
用

所
申
問
市
民
総
合
体
育
館
☎
（
３
４

３
０
）
１
１
４
１
へ
。

専用フォーム

まちラボHP

狛江市観光
協会HP

　駅前イルミネーションや紅葉ライトアップ、狛江ロケーションサービ
スの撮影支援事業、多摩川いかだレースへの支援などを行っています。
　市の観光資源の開発・普及や観光事業の実施・発展のため、ご協力い
ただける会員を広く募集しています。
年会費▽個人会員　１口１,０００円以上
▽法人会員　１口１万円以上
■申■問狛江市観光協会事務局（地域活性課地域振興係）へ。

狛江市観光協会が特産品等を推奨します

狛江市観光協会会員募集中（一社）狛江まちみらいラボの会員募集

日５月２９日㈬、６月２６日㈬、７月３１日㈬、８月２１日
㈬、９月２５日㈬
　各回時午後２時～４時
所エコルマホール６階展示・多目的室
対絵手紙ひろばに３回以上参加したことがある方
で、全５回参加できる方（初心者の方は
申し込み不可。絵手紙ひろばにお越しく
ださい）
定先着４０人（要予約）
師「絵手紙発祥の地－狛江」実行委員
￥３,０００円（参加費・全５回分）
※一部欠席の場合、返金不可
申問４月４日㈭から２９日㈪までに、参加費を持参の
上、「絵手紙発祥の地－狛江」実行委員会事務局（（一
財）狛江市文化振興事業団）☎（３４３０）４１０６（電話
での申し込みは不可・火曜日休館）へ。

絵手紙教室絵手紙教室（５回連続講座）（５回連続講座）
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スマートフォンアプリ「カタログポケット」
で電子書籍版広報こまえを、多言語で読んだ
り聞いたりすることができます。

【手話窓口】毎週水曜日の午前９時〜正午に手話通訳が福祉総合窓口で待機し、市役所内の各種手続きに同行し通訳を行います。

■
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
事
業
説
明
会

日
４
月
１３
日
㈯
午
前
１０
時
３０
分
～
１１

時
３０
分
所
ひ
だ
ま
り
セ
ン
タ
ー
内
子

育
て
の
お
手
伝
い
を
お
願
い
し
た
い

方
（
利
用
会
員
）
と
お
手
伝
い
を
し

た
い
方
（
サ
ポ
ー
ト
会
員
）
が
、
相

互
に
助
け
合
い
な
が
ら
子
育
て
を
す

る
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
説
明

会
。利
用
会
員
希
望
者
は
説
明
会（
サ

ポ
ー
ト
会
員
希
望
者
は

講
習
会
）
へ
の
参
加
が

必
要
で
す
。

申
問
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
☎
（
３
４
８
０
）
１
５
８
７

（
月
～
土
曜
日
午
前
１０
時
～
午
後
５

時
）
へ
。

■
よ
り
あ
い
っ
こ
実
行
委
員
会
委
員

対
市
内
在
住
の
方
で
、
ふ
る
さ
と
友

好
都
市
で
あ
る
新
潟
県
長
岡
市
川
口

地
域
と
の
相
互
交
流
に
興
味
の
あ
る

方
定
４
人
内
川
口
地
域
と
の
交
流
事

業
の
企
画
立
案
か
ら
実
施
ま
で
任
期

令
和
８
年
３
月
３１
日
ま
で
会
議
年
４

回
程
度

申
問
４
月
２６
日
㈮
ま
で
に
、
地
域
活

性
課
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
文
化
係
へ
。

■
東
京
都
中
学
校
夜
間
学
級
生
徒

対
１６
歳
以
上
の
都
内
在
住
・
在
勤
の

方
で
、
小
・
中
学
校
を
卒
業
し
て
い

な
い
方
ま
た
は
諸
事
情
に
よ
り
中
学

校
で
十
分
に
学
べ
な
か
っ
た
方
※
国

籍
に
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
世
田
谷
区
立
三
宿
中
学
校
☎
（
３

４
２
４
）
５
２
５
５
（
午
後
２
時
～

７
時
）

１０
時
～
午
後
４
時
対
市
内
在
住
・
在

勤
の
義
務
教
育
修
了
の
障
が
い
の
あ

る
方
で
、
自
分
だ
け
で
通
級
可
能
で

団
体
活
動
の
で
き
る
方
※
家
族
の
送

迎
可
定
先
着
２０
人
内
軽
ス
ポ
ー
ツ
、

音
楽
活
動
、
ク
ラ
フ
ト
活
動
￥
実
費

負
担
あ
り
申
４
月
１９
日
㈮
ま
で
に
、

所
定
の
用
紙
を
提
出

■
チ
ャ
レ
ン
ジ
学
級
講
師
・
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
募
集
▽
ク
ラ
フ
ト
講
師　
日

主
に
第
１
・
第
３
日
曜
日
（
年
間
１８

回
程
度
の
う
ち
、
担
当
日
を
他
講
師

と
調
整
）
時
原
則
午
後
２
時
～
４
時

対
障
が
い
者
支
援
に
関
心
が
あ
り
、

図
画
工
作
な
ど
ク
ラ
フ
ト
系
の
指

導
・
介
助
が
で
き
る
方
（
指
導
経
験

や
資
格
の
有
無
は
不
問
）
定
若
干
名

報
酬
各
回
７
９
０
０
円
▽
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア　
日
主
に
第
１
・
第
３
日
曜
日

（
年
間
１８
回
程
度
の
う
ち
、
参
加
可

能
な
日
程
）
時
午
前
１０
時
～
午
後
４

時
※
主
に
午
前
中
に
軽
ス
ポ
ー
ツ
、

午
後
に
音
楽
・
ク
ラ
フ
ト
（
準
備
・

片
付
け
を
含
む
）
対
障
が
い
者
支
援

に
関
心
の
あ
る
方
定
若
干
名
内
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
講
師
補
助
・
見
守

り
・
介
助
等
（
指
導
経
験
や
資
格
の

有
無
は
不
問
）
報
酬
各
回
３
０
０
０

円
申
４
月
３
日
㈬
午
前
１０
時
か
ら

◎
中
央
公
民
館�

�
�

☎
（
３
４
８
８
）
４
４
１
１

■
こ
ま
え
市
民
大
学
「
知
っ
て
お
き

た
い
！
薬
の
正
し
い
使
い
方
～
ナ
ゼ

を
考
え
な
が
ら
薬
の
正
し
い
使
い
方

を
学
び
ま
し
ょ
う
～
」　
日
４
月
２０

日
㈯
午
後
２
時
～
４
時
定
先
着
４０
人

師
加
藤
哲
太
さ
ん
（
日
本
く
す
り
教

育
研
究
所
）
￥
２
０
０
円（
受
講
料
）

申
４
月
１
日
㈪
午

前
１０
時
か
ら
、
電

話
ま
た
は
専
用
フ

ォ
ー
ム
で

専用フォーム

◎
西
河
原
公
民
館�

�
�

☎
（
３
４
８
０
）
３
２
０
１

■
西
河
原
お
は
な
し
会　
日
４
月
４

日
㈭
・
１８
日
㈭
・
２５
日
㈭
時
午
後
３

時
４５
分
か
ら
内
絵
本
、
お
話
、
折
り

紙
、
工
作
等

■
西
河
原
土
日
お
は
な
し
会　
日
４

月
２１
日
㈰
午
前
１０
時
３０
分
～
１１
時
対

３
～
７
歳
児
内
絵
本
、
お
話
、
折
り

紙
、
工
作
等

■
い
き
い
き
子
育
て
ル
ー
ム　
日
毎

週
金
曜
日
（
第
５
金
曜
日
、
祝
日
・

休
館
日
を
除
く
）
時
午
前
１０
時
～
１１

時
３０
分
対
お
お
む
ね
３
歳
ま
で
の
乳

幼
児
と
保
護
者（
初
回
の
み
要
登
録
）

定
先
着
１０
組
内
お
話
遊
び
、
体
操
、

悩
み
相
談
、
仲
間
づ
く
り
師
八
木
栄

子
さ
ん・駒
形
信
子
さ
ん
（
保
育
士
）

■
「
日
本
語
教
室
」
生
徒
募
集　
日

４
月
１３
日
～
令
和
７
年
３
月
１５
日
の

原
則
毎
週
土
曜
日
時
午
後
７
時
～
９

時
２０
分
対
外
国
か
ら
日
本
に
来
て
い

る
方
で
、
言
葉
の
問
題
で
日
常
生
活

に
お
困
り
の
方
内
日
本
語
学
習
を
通

し
て
、
日
本
と
外
国
の
文
化・風
習・

生
活
技
術
を
学
ぶ
ク
ラ
ス
入
門
コ
ー

ス
、
一
般
コ
ー
ス
、
特
別
コ
ー
ス
等

（
講
師
と
相
談
の
上
決
定
）
申
随
時

■
「
日
本
語
教
室
」
協
力
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
募
集　
対
日
本
語
の
学
習
支
援

や
国
際
交
流
に
関
心
の
あ
る
方
（
指

導
経
験
や
資
格
の
有
無
は
不
問
）
内

▽
指
導
ス
タ
ッ
フ　
日
本
語
指
導
▽

運
営
ス
タ
ッ
フ　
生
徒
の
同
伴
幼
児

の
見
守
り
申
随
時

■
よ
う
こ
そ
チ
ャ
レ
ン
ジ
学
級
へ
～

障
が
い
者
学
級
・
学
級
生
募
集
～　

日
５
月
１２
日
～
令
和
７
年
３
月
１６
日

の
原
則
第
１
・
第
３
日
曜
日
※
詳
細

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
時
午
前

■
子
ど
も
の
実
験
教
室
▽
「
ぷ
に
ゅ

ぷ
に
ゅ
」
の
科
学　
日
４
月
２７
日
㈯

午
前
１０
時
３０
分
～
１１
時
３０
分
対
小
学

校
１
・
２
年
生
▽
結
晶
の
秘
密　
日

４
月
２８
日
㈰
午
後
２
時
３０
分
～
４
時

３０
分
対
小
学
校
３

年
生
以
上

　
各
回
定
１６
人（
多

数
抽
選
）
師
自
然

科
学
数
理
教
室
キ

ッ
ズ
ア
ー
ス
講
師

持
筆
記
用
具
、定
規
￥
５
０
０
円（
材

料
代
）
申
４
月
２１
日
㈰
ま
で
に
、
専

用
フ
ォ
ー
ム
で

◎
中
央
図
書
館�

�
�

☎
（
３
４
８
８
）
４
４
１
４

■
水
曜
日
お
は
な
し
会　
日
４
月
３

日
㈬
・
１０
日
㈬
・
１７
日
㈬
・
２４
日
㈬

時
午
後
３
時
４５
分
～
４
時
１０
分
対
４

歳
以
上
の
子
ど
も

■
親
子
で
楽
し
む
お
は
な
し
会　
日

４
月
１１
日
㈭
・
２５
日
㈭
対
時
▽
０
～

１
歳
の
子
ど
も
と
保

護
者　
午
前
１０
時
５

分
～
１０
時
２０
分
・
午

前
１０
時
３０
分
～
１０
時

４５
分
（
各
回
同
一
内
容
）
▽
２
～
３

歳
の
子
ど
も
と
保
護
者　
午
前
１１
時

～
１１
時
２０
分

■
春
空
お
は
な
し
会　
日
４
月
２０
日

㈯
午
前
１０
時
４０
分
～
１１
時
１０
分
受
午

前
１０
時
３０
分
か
ら
対
４
歳
以
上
の
子

ど
も
定
先
着
１０
人
内

屋
外
で
の
絵
本
の
読

み
聞
か
せ
、
他
※
雨

天
の
場
合
は
屋
内
で

行
い
ま
す
。

低学年高学年

■古民家園で遊ぼう
日４日㈭・２０日㈯
時午前１０時～１１時３０分
対乳幼児とその家族（原則親子）
内子育て中の親子が屋内や園庭で楽
しく遊び交流できます。
※子育ての専門スタッ
フが交流のお手伝いを
します（授乳とおむつ
交換の場所あり）。
師サポート狛江
■昔あそび体験
日２７日㈯午後１時３０分～３時３０分
内お手玉や折り紙など、
昔ながらの遊びが体験で
きます。
師たま川お手玉の会

■春の生け花体験教室
日２１日㈰
時午後１時～２時・２時～３時・３
時～４時（全３回）
対１８歳以上の方
定各回先着５人（要予約）
内春の花を使って、初めての方にも
分かりやすく指導します。
師狛江市華道連盟
持持ち帰り用の包み紙
※汚れてもよい服装でお越しくださ
い。
￥５００円（材料代）
所申問むいから民家園☎（３４８９）
８９８１（開園時間午前９時３０分～午後
４時３０分、月曜日休園※２９日㈷は開
園、３０日㈫は休園）へ。

▽令和６年度開校式＆春の自
然観察会
日７日㈰
内開校式とオタマジャクシの
観察会を開きます。
師野口昌男さん（水辺の楽校
校長）
▽ヤンマ池のキレイにし隊清
掃
日１４日㈰
内ヤンマ池まわりの草刈り路
づくり清掃をします。
師桂木由加里さん（市民ボラ
ンティア）
▽オタマ池のキレイにし隊清
掃
日２１日㈰

内オタマ池まわりの草刈り路
づくり清掃をします。
師小川貴弘さん（市民ボラン
ティア）
▽シジミ川のキレイにし隊清
掃
日２８日㈰
内シジミ川沿いの草刈りと路
づくり清掃をします。
師藤村忠彦さん（市民ボラン
ティア）
　各日時午前１０時～正午
※クルミ村集合（雨天中止）
持草地を歩ける服装、軍手、
タオル、のこぎり、草刈り鎌
等
問竹本☎０９０（３５２５）８５０６

４ 月 の 古 民 家 園 「狛江水辺の楽校」４月行事予定「狛江水辺の楽校」４月行事予定

■特別貸出「ひみつのこづつみ～ど
んな絵本がはいっているのかお楽し
み」
■日４月２４日㈬から
■対４歳から小学生までの子ども
■定先着１２０セット（無くなり次第終了）
■内本人名義の図書貸出券
１枚につき１セットを借
りられます。
■布の絵本展示会「布の絵本であそ
ぼう」
■日４月２７日㈯午前１０時３０分～午後３
時３０分
■所中央公民館
■内バリアフリー絵本等に触れること
ができる展示会

■布の絵本展示会同時開催イベント
■日４月２７日㈯
▽おはなし会
■時午前１１時～１１時３０分
■対乳幼児の親子
■定先着２０組
■師狛江おはなしの会くーすけ（おは
なしグループ）
▽体験コーナー「プルタブでつくる
へび」
■時午後２時～３時
■所中央公民館
■内布のおもちゃづくり
■師布の絵本製作グループ「はなみず
き」
■問中央図書館☎（３４８８）４４１４

～４月２３日から５月１２日までは「こどもの読書週間」です～

４月２３日は「子ども読書の日」「子ども読書の日」
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対象試合２０２４明治安田Ｊ１リーグ第１３節「ＦＣ東京対柏レイソル」
招待席種バック指定席（ペア）
※ＦＣ東京の応援席です。アウェーチームの応援はできません。
日５月１１日㈯午後５時キックオフ
所味の素スタジアム（調布市西町３７６－３）
※小田急線狛江駅北口からバスで約２５分、
または京王線飛田給駅から徒歩５分
対市内在住の方
定２５０組５００人（多数抽選）
※詳細は、ＦＣ東京ホームページをご覧く
ださい。
申４月１２日㈮までに、申し込み専用サイトへ。
※申し込みには、ＪリーグＩＤの登録が必要です（無料）。
※４月１５日㈪までに当落結果をメールで通知します。当選者に
はシリアルコードと専用ＵＲＬをお知らせするので、指定日ま
でにＱＲチケットを発行してください。
問社会教育課社会教育係、ＦＣ東京Ｍshoutai@fctokyo.co.jp

ＦＣ東京ホームゲームに狛江市民を
抽選でご招待！５月１１日

申し込み専用
サイト

■市民総合体育館
持体育館履き
￥▽市内大人　２５０円
▽市外大人　５００円
▽高校生以下　１００円
※種目等詳細は、市民総合体育館ホームページをご覧ください。
■市民グランド
日毎週金曜日
時▽４～８月　午後４時～６時
▽９～１０月・２～３月　午後２時～５時
▽１１月～１月　午後２時～４時
対原則、市内在住の中学生以下の子どもとその保護者
■西和泉グランド
日毎週木曜日（偶数月の第３木曜日は除く）
時▽４～８月　午後３時～６時
▽９月～１０月・２～３月　午後３時～５時
▽１１月～１月　午後３時～４時
対原則、市内在住の中学生以下の子どもとその保護者
問市民総合体育館☎（３４３０）１１４１

体育施設の個人開放をご利用ください

４

月

の

市

民

相

談

相 談 名 開 催 日 ・ 時 間 相 談 員 申 し 込 み 等
法 律 相 談 毎週月・木曜日　午前９時～

　　　　　　　　午後０時１０分 弁 護 士 事前予約制（相談日
の２週間前から秘書
広報室で受け付け）
※夜間相談は相談当
日の午後４時まで受
け付け。

相 続 相 談
２日㈫・１６日㈫　午後１時～
　　　　　　　　４時１０分 行 政 書 士 会 

調 布 支 部夜間相談　９日㈫　午後６時～
　　　　　　　　　７時５０分

行 政 相 談 １９日㈮　午後１時～４時１０分 行政相談委員
事前予約制
（１日㈪から秘書広
報室で受け付け。空
きがあれば当日も受
け付けます）
※夜間相談は相談当
日の午後４時まで受
け付け。
※行政相談は１７日㈬
まで受け付け。
※通訳を希望する方
はご相談ください。

交 通 事 故 相 談 １６日㈫　午前９時３０分～正午 弁 護 士
土 地 家 屋 調 査
測量表示登記相談 ２５日㈭　午後１時～４時１０分 土 地 家 屋 

調 査 士 会

不動産取引相談 ９日㈫　午後１時～４時１０分 宅 地 建 物 
取 引 業 協 会

登 記 相 談
８日㈪　午後１時～４時１０分 司 法 書 士 会 

調 布 支 部夜間相談　２２日㈪　午後６時～
　　　　　　　　　７時５０分

労 働 相 談 １９日㈮　午前９時～午後０時１０分 社会保険労務士会 
武 蔵 野 統 括 支 部

税 務 相 談
１１日㈭　午後１時～４時１０分

東京税理士会
武蔵府中支部

※会場は東京税理士会武蔵府中支部
毎週木曜日　午前１０時～正午
　　　　　　午後１時～４時

事前予約制
☎０４２（３１９）２８２５

人権身の上相談 １８日㈭　午後１時～４時 人権擁護委員
事前予約制（市ホー
ムページから専用フ
ォームまたは電話で
政策室へ）

女 性 の た め の 
カウンセリング

３日㈬・１０日㈬・２４日㈬　午前９時
　　　　　　　　　　　　～正午 カウンセラー

こ こ ろ の 
カウンセリング １７日㈬　午前９時～正午 カウンセラー

相 談 名 開 催 日 ・ 時 間 相 談 員 申 し 込 み 等
消 費 生 活 相 談 月～金曜日　午前９時～正午

　　　　　　午後１時～４時 消費生活相談員 地域活性課へ（午後
３時まで受け付け）

更 生 保 護 相 談 ２３日㈫　午前１０時～正午
　　　　午後１時～３時 保 護 司 第一市民相談室へ

介 護 保 険 
苦 情 相 談 １日㈪・１５日㈪　午後１時～４時 介護保険苦情

相 談 員 福祉総合相談窓口へ

生活困窮の相談 月～金曜日　午前８時３０分～
　　　　　　午後５時

生 活 困 窮 者 
自立支援相談員

福 祉 総 合 相 談 窓 口 
こまＹＥＬＬへ

こ こ ろ の 
健 康 相 談 室 ２５日㈭　午後１時３０分～４時３０分 精 神 科 医 師 事前予約制（福祉相

談課で受け付け）
住 ま い 探 し の 
相 談

９日㈫　午前１０時～正午
※次回は５月７日㈫（受付中）

日 本 地 主 
家 主 協 会

事前予約制（福祉政
策課で受け付け）

ひ と り 親 相 談 月～金曜日　午前８時３０分～正午
　　　　　　午後１時～５時 専 門 相 談 員 等 事前予約制（子ども

若者政策課で受け付
け）

女 性 相 談

若 者 相 談
夜間相談　１１日㈭　午後５時～８時

公認心理師等
２４日㈬　午後２時～５時

教 育 相 談 
（ 電 話 相 談 ）

月～金曜日　午前９時３０分～
　　　　　　午後５時１５分 教 育 相 談 員 教育支援センター

☎（３４３０）１４１１へ
健 康 相 談 １１日㈭・２５日㈭　午前１０時～正午 保健師、栄養士 直接２階フロアーへ

年 金 相 談 毎週月・水・金曜日　午前９時～正午
　　　　　　　　　午後１時～４時 社会保険労務士 保険年金課へ（午後３

時３０分まで受け付け）
シルバー人材セ
ンター入会相談 ８日㈪　午後１時～４時３０分 狛江市シルバー人材センター

☎（３４８８）６７３５※電話予約制

編集後記 あなたは絵手紙の「花神」でした
　
２
０
２
３
年
９
月
１
日
。
自
宅
で
携
帯

電
話
の
着
信
音
が
鳴
っ
た
。
小
池
邦
夫
さ

ん
の
妻
・
恭
子
さ
ん
か
ら
の
シ
ョ
ー
ト
メ

ー
ル
。
文
面
に
目
を
疑
っ
た
。

　
「
８
月
３１
日
に
小
池
邦
夫
が
亡
く
な
り

ま
し
た
。
穏
や
か
に
眠
る
よ
う
に
逝
き
ま

し
た
」

　
言
葉
を
失
い
、
茫
然
と
し
た
。
２０
年
夏

か
ら
、
が
ん
と
の
闘
病
が
続
き
、
８
月
半

ば
か
ら
体
調
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と
は
恭

子
さ
ん
か
ら
聞
い
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の

連
載
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
１０
日
ほ
ど
前
に

お
会
い
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
の
だ
。

　
１
年
間
の
連
載
に
必
要
な
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
自
体
は
、
ほ
ぼ
終
わ
っ
て
い
た
。
が
、

紙
面
を
最
後
ま
で
見
届
け
る
こ
と
な
く

「
絵
手
紙
の
創
始
者
」
は
旅
立
っ
た
。

□　
　
　
□　
　
　
□

　
「
ヘ
タ
で
い
い
、
ヘ
タ
が
い
い
」。
小

池
さ
ん
は
狛
江
市
を
拠
点
に
、
こ
の
合
言

葉
で
絵
手
紙
普
及
運
動
の
最
前
線
に
立

ち
、
文
化
に
ま
で
高
め
た
。
と
は
い
え
、

季
刊
「
銀
花
」
に
６
万
枚
の
絵
手
紙
を
か

く
３０
代
半
ば
ま
で
、
ほ
ぼ
無
名
。
進
学
塾

講
師
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
辞
め
、
筆
一
本
で

立
つ
の
は
５０
歳
に
な
っ
て
か
ら
だ
。

　
小
池
邦
夫
は
、
い
か
に
し
て
「
小
池
邦

夫
」
に
な
っ
た
の
か
―
―
。
か
つ
て
多
く

の
取
材
を
通
し
て
絆
を
深
め
た
元
新
聞
記

者
と
し
て
、
闘
病
中
な
の
を
承
知
し
な
が

ら
も
、
苦
難
に
満
ち
た
半
生
を
市
民
に
紹

介
す
る
使
命
感
に
突
き
動
か
さ
れ
た
。

　
「
広
報
こ
ま
え
」
で
連
載
が
決
ま
っ
た

こ
と
を
告
げ
る
と
、
小
池
さ
ん
は
「
よ
く

こ
ん
な
企
画
が
通
っ
た
ね
」
と
相
好
を
崩

し
た
。
毎
回
２
時
間
前
後
の
自
宅
で
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
至
福
の
時
だ
っ
た
。

□　
　
　
□　
　
　
□

　
「
小
池
か
ら
預
か
っ
て
い
ま
し
た
」。

通
夜
か
ら
間
も
な
く
、
恭
子
さ
ん
か
ら
小

さ
な
額
に
入
っ
た
書
を
手
渡
さ
れ
た
。

　
「
た
っ
た
一
人
の
革
命
」

　
小
池
さ
ん
が
、
和
紙
の
は
が
き
に
薄
い

墨
で
つ
づ
り
、
贈
っ
て
く
れ
た
遺
品
だ
。

不
器
用
さ
を
逆
手
に
と
っ
て
ひ
た
す
ら
書

画
と
格
闘
し
、
絵
手
紙
の
世
界
を
切
り
開

い
て
き
た
人
の
矜
持
を
感
じ
た
。

　

ふ
と
司
馬
遼
太
郎
さ
ん
の
長
編
小
説

「
花
神
」
が
浮
か
ん
だ
。
近
代
兵
制
の
創

始
者
・
村
田
蔵
六
こ
と
大
村
益
次
郎
の
波

乱
の
生
涯
を
描
い
た
名
作
だ
。
花
神
と
は

中
国
の
こ
と
ば
で
「
花は

な
さ
か
じ
じ
い

咲
爺
」
の
こ
と
。

維
新
期
に
大
村
が
日
本
全
土
に
〝
革
命
の

花
〟
を
咲
か
せ
た
よ
う
に
、
小
池
さ
ん
は

「
絵
手
紙
の
花
神
」
に
な
っ
た
。
乾
き
疲

れ
た
心
に
種
を
ま
き
、
全
国
津
々
浦
々
を

絵
手
紙
と
い
う
花
で
癒
し
た
。

　
「
絵
手
紙
文
化
を
百
年
残
す
！
」

　
小
池
さ
ん
。
あ
な
た
の
夢
は
、
教
え
を

受
け
た
人
た
ち
や
全
国
の
絵
手
紙
フ
ァ
ン

が
引
き
継
い
で
い
き
ま
す
よ
。

佐
藤
清
孝
（
元
新
聞
記
者
）

◇

　
「
小
池
邦
夫
の
う
ち
あ
け
話
」を
ご
愛
読

い
た
だ
き
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

次
回
か
ら
新
た
な
連
載
が
始
ま
り
ま
す
。

小池さんから頂いた遺品。宝物にしている

番
外
編
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